
日 時 ２０２２年 １１月 ３日（木・祝）
９：３０～１２：３０ （９：１５開場）

場 所 神奈川県弁護士会館 ４階・５階

内 容 ①映 画 「ＢＯＸ 袴田事件 命とは」 上映
監 督 高橋伴明

②講 演 袴田事件のいま
～なぜ、再審裁判は始まらないのか～

講 師 戸舘 圭之さん（弁護士・第二東京弁護士会）
（袴田事件再審請求弁護団）

お申し込みは先着順です。定員１００名（※）

どなたでもお申し込みいただけます！
お申し込み方法は裏面にあります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を通常より減らして開催します。

第１０回人権シンポ ｉｎ かながわ

入場無料
要参加申込
定員１００名・
先着順



皆さんは，死刑について，どのように考えていますか。
映画「ＢＯＸ 袴田事件 命とは」は、昭和41年、静岡県清水市

で発生した殺人放火事件について、袴田さんが逮捕され、起訴され
た事件について、担当した裁判官が疑問を持ちながらも、合議によ
り、死刑判決を書かざるを得なかった裁判官の苦悩を描いています。
袴田さんの死刑判決は確定しますが、2014年3月、静岡地裁は再審
開始を決定しました。しかし、未だに再審裁判は始まっていません。
何が問題なのでしょうか。

映画と講演でえん罪と死刑、再審について考えてみましょう。

下記URLか、QRコードからアクセスいただき、事前にお申し込みを
お願いいたします。

https://www.kanaben.or.jp/news/event/2022/sympo2022.html

主 催 神奈川県弁護士会

共 催 日本弁護士連合会

お問合せ先 神奈川県弁護士会 刑事少年係

電 話 ０４５－２１１－７７１５ (平日９：００～１７：００)
※新型コロナウイルスの感染状況により、会場での開催を中止する場合があります。
最新情報は弁護士会HPをご確認ください。また会場では検温を実施します。
会場内では席と席の間隔を空けて、マスクの着用にご協力ください。


